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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端板上に渦巻き状ラップが立設され、その渦巻き状ラップ同士が互いに対向されて噛み
合わされる一対の固定スクロールおよび旋回スクロールを備え、
　前記固定スクロールおよび旋回スクロールの一方が前記渦巻き状ラップの歯底面の渦巻
き方向に沿う所定位置のみに段部を備えたスクロール、他方が前記渦巻き状ラップの歯先
面の渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部を備えたスクロールとされ、
　前記固定スクロールおよび前記旋回スクロールの歯先にはチップシールが設けられ、
　冷媒ガスの圧力によって旋回スクロールが固定スクロール側へ押し付けられる構成を有
しておらず、
　前記歯底面に前記段部を備えていないスクロールの前記端板の歯底面全体を、両スクロ
ールのチップ隙間設定用の基準面としたとき、
　前記歯底面に前記段部を備えたスクロールの前記渦巻き状ラップのラップ高さであって
前記段部より渦巻方向外周側をＬｏ、渦巻方向内周側をＬｉとして、前記歯底面に前記段
部を備えていないスクロールの前記渦巻き状ラップのラップ高さであって前記段部より渦
巻方向外周側をｌｏ、渦巻方向内周側をｌｉとしたとき、Ｌｏ＞ｌｏ、かつ、Ｌｉ＞ｌｉ
とされており、
　前記歯底面に前記段部を備えていないスクロールは、固定スクロールであり、
　前記チップ隙間の設定後において、前記基準面から前記歯底面に前記段部を備えたスク
ロールの前記段部より渦巻方向外周側の前記歯底面までの距離は、Ｌｏと前記チップ隙間
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との合計に等しく、かつ、前記基準面から前記歯底面に前記段部を備えたスクロールの前
記段部より渦巻方向内周側の前記歯底面までの距離は、Ｌｉと前記チップ隙間との合計に
等しいことを特徴とするスクロール流体機械。
【請求項２】
　端板上に渦巻き状ラップが立設され、その渦巻き状ラップ同士が互いに対向されて噛み
合わされる一対の固定スクロールおよび旋回スクロールを備え、
　前記固定スクロールおよび旋回スクロールの一方が前記渦巻き状ラップの歯底面の渦巻
き方向に沿う所定位置のみに段部を備えたスクロール、他方が前記渦巻き状ラップの歯先
面の渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部を備えたスクロールとされ、
　冷媒ガスの圧力によって旋回スクロールが固定スクロール側へ押し付けられる構成を有
していないスクロール流体機械のチップ隙間の設定方法であって、
　前記歯底面に前記段部を備えていないスクロールの前記端板の歯底面全体を両スクロー
ルのチップ隙間設定用の基準面として、
　前記歯底面に前記段部を備えていないスクロールは、固定スクロールであり、
　前記歯底面に前記段部を備えたスクロールの前記渦巻き状ラップのラップ高さであって
前記段部より渦巻方向外周側をＬｏ、渦巻方向内周側をＬｉとして、前記歯底面に前記段
部を備えていないスクロールの前記渦巻き状ラップのラップ高さであって前記段部より渦
巻方向外周側をｌｏ、渦巻方向内周側をｌｉとしたとき、Ｌｏ＞ｌｏ、かつ、Ｌｉ＞ｌｉ
とすることで前記歯底面に前記段部を備えたスクロールの前記渦巻き状ラップの歯先面を
前記基準面に接触させてからチップ隙間を設定することを特徴とするスクロール流体機械
のチップ隙間の設定方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧縮機、ポンプ、膨張機等に適用することができるスクロール流体機械に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　スクロール流体機械は、端板上に渦巻き状ラップを立設した一対の固定スクロールおよ
び旋回スクロールを備え、その一対の固定スクロールおよび旋回スクロールの渦巻き状ラ
ップ同士を互いに対向させ、１８０度位相をずらして噛み合わせることにより、両スクロ
ール間に密閉された作動室を形成し、流体を給・排出する構成とされている。かかるスク
ロール流体機械において、例えばスクロール圧縮機では、固定スクロールおよび旋回スク
ロールの渦巻き状ラップのラップ高さを渦巻き方向の全周において一様な高さとし、圧縮
室を外周側から内周側に容積を縮小しながら移動させ、圧縮室に吸入された流体を渦巻き
状ラップの周方向に圧縮する二次元圧縮構造としたものが一般的である。
【０００３】
　一方、スクロール圧縮機を高効率化、小型軽量化するため、固定スクロールおよび旋回
スクロールの渦巻き状ラップの歯先面および歯底面の渦巻き方向に沿う所定位置に各々段
部を設け、その段部を境に渦巻き状ラップの外周側のラップ高さを内周側のラップ高さよ
りも高くし、圧縮室の軸線方向高さを渦巻き状ラップの外周側において内周側の高さより
も高くすることにより、流体を渦巻き状ラップの周方向および高さ方向の双方に圧縮する
構造とした三次元圧縮タイプのスクロール圧縮機が提供されている。
【０００４】
　このような三次元圧縮タイプのスクロール圧縮機として、例えば特許文献１，２に示さ
れるように、固定スクロールおよび旋回スクロールの双方のスクロールの渦巻き状ラップ
の歯先面および歯底面の渦巻き方向に沿う所定位置に各々段部を設けたものと、特許文献
３に示されるように、固定スクロールおよび旋回スクロールの一方を渦巻き状ラップの歯
底面の渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部を備えたスクロールとし、他方を渦巻き状ラ
ップの歯先面の渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部を備えたスクロールとしたものとが
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知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－５０５２号公報
【特許文献２】特開２００８－１３３８０６号公報
【特許文献３】特公昭６０－１７９５６号公報（第８図参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　三次元圧縮構造のスクロール圧縮機において、特許文献１，２に記載の如く、固定およ
び旋回スクロールの双方の渦巻き状ラップの歯先面および歯底面に各々段部を設けたもの
では、歯先面と歯底面の接触箇所が、（１）旋回外周歯先／固定外周歯底、（２）固定外
周歯先／旋回外周歯底、（３）旋回内周歯先／固定内周歯底、（４）固定内周歯先／旋回
内周歯底の４箇所となるため、両スクロール間の平行度を決める基準面が小さくなり、渦
巻き状ラップの歯先チップ隙間の平行度がばらつき易く、渦巻き状ラップの歯先からの漏
れが大きくなることがある。
【０００７】
　つまり、両スクロールの渦巻き状ラップの歯先面／歯底面にそれぞれ段部を設けたもの
の場合、特許文献１に示すように、熱膨張等を考慮して、段部より内周側のチップ隙間を
段部より外周側のチップ隙間よりも大きくする等の工夫をしているが、歯先のチップ隙間
を決めるための基準面がスクロールの端板いっぱいに取れないことから、基準面が小さく
なることにより、チップ隙間の平行度がばらつき易くなる等の課題がある。
【０００８】
　また、基準面が小さくなることによって、基準面以外で渦巻き状ラップの歯先面と歯底
面を接触しないようにする必要があり、このため、平均チップ隙間が大きくなる等の課題
がある。例えば、特許文献２に示すものにおいては、図２に示されている固定スクロール
の段部よりも内周側の歯底面を基準面とした場合、基準面以外で歯先面／歯底面が接触し
ない箇所が７箇所発生することになる。
【０００９】
　一方、特許文献３には、固定スクロールおよび旋回スクロールの一方を渦巻き状ラップ
の歯底面の渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部を備えたスクロールとし、他方を渦巻き
状ラップの歯先面の渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部を備えたスクロールとした三次
元圧縮タイプのスクロール圧縮機が開示されているが、この特許文献３には、かかる三次
元圧縮構造のスクロール圧縮機において、何処を基準面とし、如何にしてチップ隙間を設
定するかについては、何等の開示も示唆もされていない。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、両スクロールの渦巻き状ラ
ップの歯先面／歯底面に各々段部を有する三次元スクロール流体機械が有する上記の課題
を解消し得る三次元圧縮構造のスクロール流体機械を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記した課題を解決するために、本発明のスクロール流体機械は以下の手段を採用する
。
　すなわち、本発明にかかるスクロール流体機械は、端板上に渦巻き状ラップが立設され
、その渦巻き状ラップ同士が互いに対向されて噛み合わされる一対の固定スクロールおよ
び旋回スクロールを備え、前記固定スクロールおよび旋回スクロールの一方が前記渦巻き
状ラップの歯底面の渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部を備えたスクロール、他方が前
記渦巻き状ラップの歯先面の渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部を備えたスクロールと
され、前記固定スクロールおよび前記旋回スクロールの歯先にはチップシールが設けられ
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、冷媒ガスの圧力によって旋回スクロールが固定スクロール側へ押し付けられる構成を有
しておらず、前記歯底面に前記段部を備えていないスクロールの前記端板の歯底面全体が
両スクロールのチップ隙間設定用の基準面としたとき、前記歯底面に前記段部を備えたス
クロールの前記渦巻き状ラップのラップ高さであって前記段部より渦巻方向外周側をＬｏ
、渦巻方向内周側をＬｉとして、前記歯底面に前記段部を備えていないスクロールの前記
渦巻き状ラップのラップ高さであって前記段部より渦巻方向外周側をｌｏ、渦巻方向内周
側をｌｉとしたとき、Ｌｏ＞ｌｏ、かつ、Ｌｉ＞ｌｉとされており、前記歯底面に前記段
部を備えていないスクロールは、固定スクロールであり、前記チップ隙間の設定後におい
て、前記基準面から前記歯底面に前記段部を備えたスクロールの前記段部より渦巻方向外
周側の前記歯底面までの距離は、Ｌｏと前記チップ隙間との合計に等しく、かつ、前記基
準面から前記歯底面に前記段部を備えたスクロールの前記段部より渦巻方向内周側の前記
歯底面までの距離は、Ｌｉと前記チップ隙間との合計に等しいことを特徴とする。
【００１２】
　本発明によれば、互いに対向されて噛み合わされる一対の固定スクロールおよび旋回ス
クロールの一方を渦巻き状ラップの歯底面の渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部を備え
たスクロール、他方を渦巻き状ラップの歯先面の渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部を
備えたスクロールとし、歯底面に段部を備えていないスクロールの端板の歯底面が両スク
ロールのチップ隙間設定用の基準面とされるとともに、歯底面に段部を備えたスクロール
の渦巻き状ラップのラップ高さをＬ、歯底面に段部を備えていないスクロールの渦巻き状
ラップのラップ高さをｌとしたとき、Ｌ≧ｌとされているため、歯底面に段部を備えてい
ないスクロールの端板の歯底面を基準面とし、その基準面に渦巻き状ラップのラップ高さ
がＬとされている、歯先面に段部を備えていないスクロールの渦巻き状ラップの歯先面を
接触させることにより、両スクロール間のチップ隙間を設定することができ、両スクロー
ルの渦巻き状ラップの歯先面および歯底面の双方に各々段部を設けたものに比べ、チップ
隙間設定時の基準面を大きく（広く）することができる。従って、チップ隙間の平行度を
高め、そのばらつきを減少することによりチップ隙間からの流体漏れを低減し、スクロー
ル流体機械の一層の高効率化、高性能化を図ることができる。また、基準面を大きくして
基準面以外で歯先面と歯底面を接触しないようにする必要がある箇所を減らし、平均チッ
プ隙間を小さくすることにより、体積効率、全断熱効率を向上することができる。
【００１３】
　さらに、本発明のスクロール流体機械は、上記のスクロール流体機械において、前記歯
底面に前記段部を備えていないスクロールの前記端板の歯底面全体が、噛み合わされる相
手方スクロールの前記渦巻き状ラップの歯先面との間でチップ隙間を設定する基準面とさ
れていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明によれば、歯底面に段部を備えていないスクロールの端板の歯底面全体が、噛み
合わされる相手方スクロールの渦巻き状ラップの歯先面との間でチップ隙間を設定する基
準面とされているため、渦巻き状ラップの歯底面に段部を備えていないスクロールの端板
径の全長を基準面として、渦巻き状ラップの歯先面に段部を備えていないスクロールの歯
先面と接触させ、チップ隙間を設定することができる。これによって、チップ隙間を設定
する基準面を最大化し、平均チップ隙間を最小化することにより、更なる高効率化および
高性能化を図ることができる。
【００１５】
　さらに、本発明のスクロール流体機械は、上述のいずれかのスクロール流体機械におい
て、前記歯底面に前記段部を備えていないスクロールが、固定スクロールとされているこ
とを特徴とする。
【００１６】
　本発明によれば、歯底面に前記段部を備えていないスクロールが、固定スクロールとさ
れているため、歯底面に段部を備えていないスクロールを固定部材側に固定設置される固
定スクロールとなし、その端板の歯底面を基準面として歯先面に段部を備えていないラッ
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プ高さがＬとされた旋回スクロールの渦巻き状ラップの歯先面を接触させ、両スクロール
間のチップ隙間を設定することができる。従って、固定スクロールを固定設置した状態で
安定的にチップ隙間を設定することができ、チップ隙間設定時のばらつきを減少し、平均
チップ隙間をより小さくすることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、一対の固定スクロールおよび旋回スクロールの歯底面に段部を備えて
いないスクロールの端板の歯底面を基準面とし、その基準面に、渦巻き状ラップのラップ
高さがＬとされている、歯先面に段部を備えていないスクロールの渦巻き状ラップの歯先
面を接触させることにより、両スクロール間のチップ隙間を設定することができ、両スク
ロールの渦巻き状ラップの歯先面および歯底面の双方に各々段部を設けたものに比べ、チ
ップ隙間設定時の基準面を大きく（広く）することができるため、チップ隙間の平行度を
高め、そのばらつきを減少することによりチップ隙間からの流体漏れを低減し、スクロー
ル流体機械の一層の高効率化、高性能化を図ることができる。また、基準面を大きくして
基準面以外で歯先面と歯底面を接触しないようにする必要がある箇所を減らし、平均チッ
プ隙間を小さくすることにより、体積効率、全断熱効率を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係るスクロール流体機械の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態について、図１を参照して説明する。
　図１には、本発明の一実施形態に係るスクロール流体機械の断面図が示されている。
　ここでは、スクロール流体機械の一例として、外部から動力を得て駆動されるタイプの
開放型スクロール圧縮機に適用した例について説明する。
【００２０】
　開放型のスクロール圧縮機（スクロール流体機械）１は、図１に示されるように、外郭
を構成するハウジング２を備えている。このハウジング２は、前端側が開口され、後端側
が密閉された円筒形状をなすものであり、前端側の開口にフロントハウジング３をボルト
４で締め付け固定されることにより、内部に密閉空間を形成し、その密閉空間にスクロー
ル圧縮機構５および駆動軸６が組み込まれるようになっている。
【００２１】
　駆動軸６は、フロントハウジング３に主軸受７および副軸受８を介して回転自在に支持
されており、フロントハウジング３からメカニカルシール９を介して外部に突出された前
端部に、フロントハウジング３の外周部に軸受１０を介して回転自在に設置されたプーリ
１１が電磁クラッチ１２を介して連結され、外部から動力が伝達可能とされている。この
駆動軸６の後端には、所定寸法だけ偏心したクランクピン１３が一体に設けられ、後述す
るスクロール圧縮機構５の旋回スクロール１６と、その旋回半径を可変とするドライブブ
ッシュおよびドライブ軸受を含む公知の従動クランク機構１４を介して連結されている。
【００２２】
　スクロール圧縮機構５は、一対の固定スクロール１５と旋回スクロール１６とを１８０
度位相をずらして噛み合わせることにより、両スクロール１５，１６間に一対の圧縮室１
７を形成し、その圧縮室１７を外周位置から中心位置へと容積を漸次減じながら移動する
ことにより流体（冷媒ガス）を圧縮するものである。固定スクロール１５は、中心部位に
圧縮したガスを吐出する吐出ポート１８を備えており、ハウジング２の底壁面にボルト１
９を介して固定設置されている。また、旋回スクロール１６は、駆動軸６のクランクピン
１３に従動クランク機構１４を介して連結され、フロントハウジング３のスラスト軸受面
に公知の自転阻止機構２０を介して公転旋回駆動自在に支持されている。
【００２３】
　固定スクロール１５の端板１５Ａの外周には、Ｏリング２１が設けられ、そのＯリング
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２１がハウジング２の内周面に密接されることにより、ハウジング２の内部空間が吐出チ
ャンバー２２と吸入チャンバー２３とに区画されている。吐出チャンバー２２には、吐出
ポート１８が開口され、圧縮室１７からの圧縮ガスが吐出されるようになっており、そこ
から圧縮ガスが冷凍サイクル側へと吐出されるようになっている。また、吸入チャンバー
２３には、ハウジング２に設けられた吸入ポート２４が開口されており、冷凍サイクルを
循環した低圧ガスが吸込まれ、吸入チャンバー２３を経て圧縮室１７内に冷媒ガスが吸入
されるようになっている。
【００２４】
　また、一対の固定スクロール１５と旋回スクロール１６は、それぞれ端板１５Ａ，１６
Ａ上に渦巻き状ラップ１５Ｂ，１６Ｂが立設された構成とされているが、本実施形態にお
いては、その固定スクロール１５および旋回スクロール１６の中の一方のスクロール、こ
こでは、固定スクロール１５を渦巻き状ラップ１５Ｂの歯先面１５Ｃの渦巻き方向に沿う
所定位置のみに段部１５Ｅを備えたスクロールとし、他方の旋回スクロール１６を渦巻き
状ラップ１６Ｂの歯底面１６Ｄの渦巻き方向に沿う所定位置（固定スクロール１５側の渦
巻き状ラップ１５Ｂの歯先面１５Ｃに設けられた段部１５Ｅに対応する位置）に段部１６
Ｅを備えたスクロールとしている。
【００２５】
　さらに、歯底面１５Ｄに段部を備えていない固定スクロール１５の歯底面１５Ｄは、端
板１５Ａの全面がフラットな面とされ、歯先面１６Ｃに段部を備えていない旋回スクロー
ル１６の歯先面１６Ｃとの間において、両スクロール１５，１６間のチップ隙間を設定す
るための基準面２５とされている。これによって、固定スクロール１５の端板１５Ａの全
面（直径全長）を基準面２５とすることができるようにしている。
【００２６】
　一方、歯先面１６Ｃに段部を備えていない旋回スクロール１６の渦巻き状ラップ１６Ｂ
のラップ高さＬｏ，Ｌｉは、歯先面１５Ｃに段部１５Ｅを備えた固定スクロール１５の渦
巻き状ラップ１５Ｂのラップ高さｌｏ，ｌｉ以上の寸法（（Ｌｏ，Ｌｉ≧ｌｏ，ｌｉ）、
望ましくは渦巻き状ラップ１５Ｂのラップ高さｌｏ，ｌｉよりも所定寸法（例えば、数十
ミクロン）だけ大きく（Ｌｏ，Ｌｉ＞ｌｏ，ｌｉ）されている。これにより、両スクロー
ル１５，１６間のチップ隙間の設定時、確実に旋回スクロール１６側の渦巻き状ラップ１
６Ｂの歯先面１６Ｃを接触させるようにし、固定スクロール１５側の歯先面１５Ｃのみが
旋回スクロール１６側の歯底面１６Ｄに接触することがないようにしている。
【００２７】
　以上に説明の構成により、本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
　上記スクロール圧縮機１は、電磁クラッチ１２に通電されると、駆動源からプーリ１１
および電磁クラッチ１２を介して駆動軸６に動力が入力され、駆動軸６が回転駆動される
ことによって、駆動軸６のクランクピン１３にドライブブッシュを含む従動クランク機構
１４を介して連結されている旋回スクロール１６が固定スクロール１５の周りに公転旋回
駆動される。
【００２８】
　これにより、冷凍サイクル側から吸入ポート２４を経て吸入チャンバー２３に吸い込ま
れた低圧の冷媒ガスが一対の圧縮室１７へと吸入される。この冷媒ガスは、圧縮室１７が
中心側位置への旋回移動に伴って容積が減少されることにより圧縮され、固定スクロール
１５の中心部位に設けられている吐出ポート１８を介して吐出チャンバー２２内に吐き出
され、さらに冷凍サイクルへと吐出される。
【００２９】
　この圧縮工程の間、固定スクロール１５および旋回スクロール１６の渦巻き状ラップ１
５Ｂ，１６Ｂ同士は、従動クランク機構１４の作用によりラップ面が互いに接触されるこ
とによってシールされる一方、渦巻き状ラップ１５Ｂ，１６Ｂの歯先面１５Ｃ，１６Ｃと
歯底面１５Ｄ，１６Ｄとの間のチップ隙間が、歯先面１５Ｃ，１６Ｃに介装されている図
示省略したチップシール等を介してシールされ、圧縮室１７からのガス漏れが極力低減さ
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れるようになっている。ただし、チップ隙間からの漏れは、組み立て時にチップ隙間を如
何にばらつきがないように許容範囲内に設定し得るか否かにかかっている。
【００３０】
　本実施形態においては、三次元圧縮が可能な所謂段付きタイプのスクロール圧縮機１と
しているが、一対の固定スクロール１５および旋回スクロール１６の一方の旋回スクロー
ル１６を、渦巻き状ラップ１６Ｂの歯底面１６Ｄの渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部
１６Ｅを備えたスクロール、他方の固定スクロール１５を、渦巻き状ラップ１５Ｂの歯先
面１５Ｃの渦巻き方向に沿う所定位置のみに段部１５Ｅを備えたスクロールとし、歯底面
１５Ｄに段部を備えていない固定スクロール１５の端板１５Ａの歯底面１５Ｄを両スクロ
ール１５，１６のチップ隙間設定用の基準面２５とするとともに、歯底面１６Ｄに段部１
６Ｅを備えた旋回スクロール１６の渦巻き状ラップ１６Ｂのラップ高さＬｏ，Ｌｉを、歯
底面１５Ｄに段部を備えていない固定スクロール１５の渦巻き状ラップ１５Ｂのラップ高
さｌｏ，ｌｉに対して、「Ｌｏ，ＬＩ≧ｌｏ，ｌｉ」、望ましくは「Ｌｏ，ＬＩ＞ｌｏ，
ｌｉ」とした構成としている。
【００３１】
　このため、歯底面１５Ｄに段部を備えていない固定スクロール１５の端板１５Ａの歯底
面１５Ｄを基準面２５とし、該基準面２５に対して渦巻き状ラップ１６Ｂのラップ高さが
Ｌｏ，Ｌｉとされ、固定スクロール１５の渦巻き状ラップ１５Ｂのラップ高さｌｏ，ｌｉ
よりも高くされている、歯先面１６Ｃに段部を備えていない旋回スクロール１６の渦巻き
状ラップ１６Ｂの歯先面１６Ｃを確実に接触させることによって、両スクロール１５，１
６間のチップ隙間を設定することができ、両スクロール１５，１６の渦巻き状ラップ１５
Ｂ，１６Ｂの歯先面１５Ｃ，１６Ｃおよび歯底面１５Ｄ，１６Ｄの双方に各々段部を設け
たものに比べ、チップ隙間設定時の基準面２５を大きく（広く）することができる。
【００３２】
　これによって、チップ隙間の平行度を高め、そのばらつきを減少することによりチップ
隙間からの流体漏れを低減し、スクロール圧縮機（スクロール流体機械）１の一層の高効
率化、高性能化を図ることができる。また、基準面２５を大きくして基準面２５以外で歯
先面１５Ｃ，１６Ｃと歯底面１５Ｄ，１６Ｄを接触しないようにする必要がある箇所を減
らし（本実施形態の場合、固定スクロール１５の歯先面１５Ｃと、旋回スクロール１６の
歯底面１６Ｄとの５箇所）、平均チップ隙間を小さくすることにより、体積効率、全断熱
効率を向上することができる。
【００３３】
　さらに、本実施形態では、歯底面１５Ｄに段部を備えていない固定スクロール１５の端
板１５Ａの歯底面１５Ｄ全体が、噛み合わされる相手方旋回スクロール１６の渦巻き状ラ
ップ１６Ｂの歯先面１６Ｃとの間でチップ隙間を設定する基準面２５とされている。この
ため、渦巻き状ラップ１５Ｂの歯底面１５Ｄに段部を備えていない固定スクロール１５の
端板１５Ａの全面（直径全長）を基準面２５として、渦巻き状ラップ１６Ｂの歯先面１６
Ｃに段部を備えていない旋回スクロール１６の歯先面１６Ｃと接触させ、チップ隙間を設
定することができる。従って、チップ隙間を設定する基準面２５を最大化し、平均チップ
隙間を最小化することにより、更なる高効率化および高性能化を図ることができる。
【００３４】
　また、本実施形態では、歯底面１５Ｄに段部を備えていないスクロールを固定スクロー
ル１５としているため、歯底面１５Ｄに段部を備えていないスクロールを固定部材側に固
定設置される固定スクロール１５とし、その端板１５Ａの歯底面１５Ｄを基準面２５とし
て、歯先面１６Ｃに段部を備えていないラップ高さがＬｏ，Ｌｉとされた旋回スクロール
１６の渦巻き状ラップ１６Ｂの歯先面１６Ｃを接触させ、両スクロール１５，１６間のチ
ップ隙間を設定することができる。従って、固定スクロール１５を固定設置した状態で安
定的にチップ隙間を設定することができ、チップ隙間設定時のばらつきを減少し、平均チ
ップ隙間をより小さくすることができる。
【００３５】
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　また、歯底面１５Ｄに段部を備えていないスクロールを固定スクロール１５とすること
により、歯底面１６Ｄに段部１６Ｅを設けた旋回スクロール１６側において、端板１６Ａ
側の段部１６Ｅ内にドライブブッシュおよびドライブ軸受を含む従動クランク機構１４を
入れ込んで設置することが可能となるため、その分だけスクロール圧縮機１の軸方向長さ
を小さくし、小型化することができる。
【００３６】
　さらに、圧縮室１７内に吸入された低圧の冷媒ガス中に含まれ、圧縮室１７内で分離さ
れた油を吸入チャンバー２３側に戻し、その内部に設置されている軸受等の摺動部の潤滑
に供する油戻し通路を、旋回スクロール１６の端板１６Ａに設けている構成のスクロール
圧縮機１（例えば、特許第４６８１３２２号公報参照）にあっては、旋回スクロール１６
の端板１６Ａ側に段部１６Ｅを設けることにより、その段部１６Ｅよりも外周側で圧縮室
１７内の旋回スクロール１６の端板１６Ａの歯底面１６Ｄに溜まる油を、直に油戻し通路
を介して吸入チャンバー２３側に戻すことで、いわゆるダイレクトオイルリターン方式の
オイルセパレータ機能を簡易に実現し、軸受等摺動部の潤滑に供することができる。
【００３７】
　なお、本発明は、上記実施形態にかかる発明に限定されるものではなく、その要旨を逸
脱しない範囲において、適宜変形が可能である。例えば、上記実施形態では、スクロール
圧縮機に適用した例について説明したが、スクロール膨張機やスクロールポンプにも同様
に適用できることは云うまでもない。また、上記実施形態では、開放型スクロール圧縮機
に適用した例について説明したが、圧縮機構とモータを内蔵したスクロール圧縮機に適用
してもよいことは勿論である。
【００３８】
　さらに、上記実施形態では、固定スクロール１５を歯先面１５Ｃのみに段部１５Ｅを備
えたスクロール、旋回スクロール１６を歯底面１６Ｄのみに段部１６Ｅを備えたスクロー
ルとした例について説明したが、逆に、固定スクロール１５の歯底面１５Ｄのみに段部を
備えたスクロール、旋回スクロール１６を歯先面１６Ｃのみに段部を備えたスクロールと
してもよいことは勿論である。また、段部１５Ｅ，１６Ｅの渦巻き方向位置や高さ、ある
いは渦巻き状ラップ１５Ｂ，１６Ｂの高さＬｏ，Ｌｉおよびｌｏ，ｌｉについては、適宜
設定すればよい。
【符号の説明】
【００３９】
１　スクロール圧縮機（スクロール流体機械）
１５　固定スクロール
１６　旋回スクロール
１５Ａ，１６Ａ　端板
１５Ｂ，１６Ｂ　渦巻き状ラップ
１５Ｃ，１６Ｃ　歯先面
１５Ｄ，１６Ｄ　歯底面
１５Ｅ，１６Ｅ　段部
２５　基準面
Ｌｏ，Ｌｉ　旋回スクロール側渦巻き状ラップのラップ高さ
ｌｏ，ｌｉ　固定スクロール側渦巻き状ラップのラップ高さ
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